
処方欄に「患者希望」欄が追加（赤枠部分）されます。

→ 〇ジェネリック医薬品への変更に差し支えがあると医師が判断した場合
医薬品毎に「変更不可（医療上必要）」欄に「レ」印等を記載

→ 〇患者の希望を踏まえ先発医薬品を処方した場合
医薬品毎に「患者希望」欄に「レ」印等を記載

処方箋様式の変更



患者希望による長期収載品の患者負担額の増加

患者さんの希望により、長期収載品が処方・調剤された場合、保険給付は長期収載品
(先発品)と後発医薬品の最高価格帯の価格差の４分の３までとなります。
※対象品目：後発品を有する長期収載品（先発品）のうち、１,０９６品目が指定

・保険給付の対象は
医薬品の価格

・給付割合は７割

９月末まで

後発品
100円

長期収載品
200円

保険
給付
70円

患者
負担
30円保険

給付
140円

患者
負担
60円

25円

75円

改正のポイント

選定療養の
自己負担分

１０月以降

選定療養にかかる患者負担分
２５円＋消費税２．５円
＝２７．５円

保険給付の対象は
後発品の価格（100円）との
差額の3/4まで

保険適用の患者負担額
１７５円×０.３
＝５２.５円

27.5円

患者負担額 ８０円

＊９月末までの６０円から
８０円になります。

保険
給付
122.5
円

患者
負担

52.5円

保険給付の
対象
175円

1/4

3/4

後発品
の額
100円

長期収載品
200円

【患者負担額】

【患者負担額のイメージ図 ※実際は点数に換算して算出します。】
長期収載品２００円、後発医薬品１００円の場合において、３割負担の方が長期収載品
を希望した場合 ９月末まで：患者負担額６０円 １０月以降：８０円



長期収載品の処方等にかかる実際の費用の計算方法



具 体 例

従来（９月末まで）の場合
・100円×2錠＝200円→ 20点
・30日分

20点×30日分=600点
自己負担

6000円×0.30=1800円

ジェネリックの場合
3000円×0.30=900円


